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射水市地域防災計画の修正について　 

 

１　趣　旨 

　　  令和６年能登半島地震対応検証委員会で取りまとめた「能登半島地震で顕在化した課題」

及び富山県地域防災計画の修正等を踏まえ、本市地域防災計画「第２編　地震・津波災害対

策編」を中心に修正を行うもの 

 

２　修正概要 

（１）能登半島地震対応検証委員会を踏まえた修正 

①住民の避難行動 

 

 区分 修正の背景 修正項目 修正概要

 

津波リスクの

理解・周知 

津波警報発表時

には、地域の実情

に合わせて適切

な避難を実施す

る必要がある。

海抜表示看板

の拡充による

防災意識の向

上 

海抜や津波の浸水深を記した看板を

設置し、住民の防災意識の向上を図るこ

とを追記 

 

  　（新旧 P31　1-12-②）

 
津波ハザード

マップに渋滞

が想定される

箇所を明示 

 

ハザードマップに能登半島地震の人

流分析を踏まえ、想定される範囲の渋滞

箇所を可視化し、車での避難を抑制する

ことを追記 

 

（新旧 P29-30　1-12-①）

 

避難方法・手

段

自動車による

避難ガイドラ

インの作成に

ついて記載 

やむを得ず自動車により避難せざる

を得ない場合の指針となるガイドライ

ンを作成することを追記 

 

（新旧 P29-30　1-12-①）

 

地域防災力の

強化

地区防災計画

策定に向けた

推進方法につ

いて記載 

 

自主防災組織が地区防災計画を策定

し、地域防災力の向上を図るうえで、市

は計画作成の手引きや防災士をアドバ

イザーとして派遣する制度等を活用し、

支援することを追記 

（新旧 P36　1-17-②）
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②避難所開設・運営 

 

 区分 修正の背景 修正項目 修正概要

 

避難所開設・

運営の円滑化

職員による避難

所の開設前に避

難者が避難所に

到着した場合で

も、円滑に避難

所を開設ができ

る環境を整備す

る必要がある。

地震解錠ボッ

クスの設置や

運用方法を共

有

避難者が避難所開設担当職員や施設

管理者より避難所へ早く到着した場合

自ら解錠ができるよう、地震解錠ボッ

クス※や避難所初動運営キット※を設

置し、訓練を通じて手順等の習熟を図

ることを追記 

（新旧 P49-50　2-11-①） 

 

※地震解錠ボックス…震度５弱の揺れ

を感知した場合、自動的に解錠するキ

ーボックス 

※避難所初動運営キット（ファースト

ミッションボックス）…避難所開設時

に最低限必要となる物品や手順書等を

まとめたもの 

 

避難所初動運

営キット（フ

ァーストミッ

ションボック

ス）を設置

 

避難者の人数把

握、円滑な支援

につながる効率

的な手法を検討

する必要があ

る。

避難所におけ

る人数把握、

円滑な被災者

支援のための

デジタル技術

を活用したシ

ステムを導入

県の実証事業や先行事例を踏まえ、

避難所運営や避難者情報管理のデジタ

ル化の推進に努めることを追記 

 

（新旧 P28　1-11-④） 

 

 

女性の視点を取

り入れて、快適

で安全な避難所

運営を行う必要

がある。 

 

女性のプライ

バシーの配慮

など地域の実

情を踏まえた

避難所の運営

方針を検討 

 

 

避難所の運営における女性の参画を

推進し、女性の視点に配慮することに

加え、女性のプライバシーや子育て家

庭のニーズに配慮した専用スペースの

確保や動線配置などについて避難所ご

とに地域の事情に応じて事前に決めて

おくことを追記 

 

（新旧 P51　2-11-③）
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　③災害対策本部の運営 

 

④関係機関との連携、受援体制 

 区分 修正の背景 修正項目 修正概要

 

関係機関との

連携・受援の

円滑化

応援職員を円

滑に受け入れ

るため、関係

機関との連携

に関する作業

効率の向上、

職員の負担軽

減を図る必要

がある。 

被災者生活再

建支援システ

ムの導入につ

いて記載 

 

応援要請・受入れが円滑に行えるよう

情報伝達方法、受入窓口、指揮系統を明

確化することに加え、被災者再建支援シ

ステムを導入し、人員の負担軽減及び業

務の円滑化を図ることを追記 

（新旧 P24　1-7-③）

 
日頃から意見

交換や訓練等

を通じた受援

体制の確認 

 

応援職員等を迅速・的確に受け入れる

ためマニュアル等を整備することに加

え、各機関との定期的な意見交換や訓練

の機会を設けるなど、平時からの連携強

化に取り組むことを追記 

（新旧 P23-24　1-7-①）

 区分 修正の背景 修正項目 修正概要

 

職員の参集基

準の見直し

迅速な災害対

応に向け、必

要な職員数を

発災初期から

確保する必要

がある。 

非常配備の　

種別の見直し 

 

 

 

 

震度５強以上の地震が発生したとき、

「第２次非常配備（係長以上）」から  

「第３次非常配備（全職員）」へ職員参集  

基準を変更　　　　 （新旧 P39　2-1-②） 

 

※上記に伴い、災害対策本部の自動設置 

基準を変更　　（新旧 P40，41　2-1-②）

 

災害対策本部

体制の見直し

災害対策本部

の各担当班は

分掌事務に基

づき、自律的

に行動する必

要がある。 

 

災害対策本部

体制の強化・

充実 

 

 

 

 

職員参集訓練や災害対策本部設置訓練

を実施し、初動体制の習熟を図ることに

加え、各担当班の役割を明確にし、災害

状況の変化に応じて的確な支援活動が行

えるよう体制の強化・充実を図ることを

追記 

（新旧 P19-20　1-5-②）
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（２）富山県地域防災計画にあわせた修正 

 

３　その他 

「第１編　総則」については、災害対策本部の分掌事務のほか、軽微な修正を実施 

　　  「第２編　地震・津波災害対策編」については、上記概要のほか上位計画との整合性を 

図る修正等を実施 

　　  「第３編　風水害対策編」、「第４編　雪害・事故災害等対策編」、「第５編　原子力災害 

対策編」についても、第２編と同様の内容に係る修正及び軽微な修正等を実施

 区分 修正概要

 

県と市町村・関係機

関の連携強化

応援要請が迅速に行えるよう、あらかじめ要請手順、連絡調整窓

口、連絡方法等を取り決めておくことに加え、災害発生時、県及び

関係機関からリエゾンが派遣されるため、円滑な連携に向け、平時

から訓練やリエゾン※を通じた情報共有方法の確認等を実施するこ

とを追記　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（新旧 P24　1-7-②） 

※リエゾン…情報連絡員（フランス語で「組織間の連絡、連携」） 

　　　　　　災害時に被災自治体に派遣され、情報収集や支援を 

行う者

 
自主防災組織・防災

士の災害対応力向上 

地域の防災リーダーとして、防災士を養成することに加え、女性

防災士の養成を推進し、女性の視点や経験を活かした防災活動の強

化を図ることを追記 

（新旧 P35-36　1-17-①）

 

デジタル技術の活用

物資の備蓄状況については、新物資システム（Ｂ－ＰＬо）を活

用し、施設（備蓄倉庫・物資拠点・避難所）ごとの備蓄物資の品

目・数量や施設概要等の情報を定期的に更新するなど、最新の状況

を把握することを追記 

（新旧 P31-32　1-14-①）

 
新総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）等を活用して、関

係行政機関、関係地方公共団体、関係公共機関、登録被災者援護協

力団体等から、情報を収集することを追記 

（新旧 P46-47　2-3-①）

 

避難行動要支援者へ

の支援

避難行動要支援者に対して、地区防災計画及び個別避難計画に基

づき一体的に支援することに加え、実践的な避難訓練を福祉施設等

と連携して継続的に実施し、支援に関わる関係者との協働体制を構

築に努めることを追記 

（新旧 P30，37-38　1-18-②）


